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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月１６日 １４時３６分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市田倉
た く ら

埼南南東方沖 

 田倉埼灯台から真方位１５０°１,４２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.２′ 東経１３５°０４.２′） 

事故の概要  プレジャーボート弁慶
べんけい

は、南東進中、また、プレジャーボートさざ

波
なみ

は、錨泊中、両船が衝突した。 

 弁慶は、船首船底外板に擦過傷、プロペラ翼等に曲損を生じ、ま

た、さざ波は、船体中央部の両舷外板に破口を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年１１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 弁慶、２.６トン 

   ２５２－２５６３７和歌山、株式会社オオニシ 

   ９.４６ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１８０.００kＷ、昭和６３年７月 

Ｂ プレジャーボート さざ波、５トン未満 

   ２５２－１６４７５和歌山、個人所有 

   ４.３１ｍ（Lr）×１.４９ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１４.７０kＷ、平成２年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５８年７月２日 

    免許証交付日 平成２５年６月２５日 

           （平成３０年１０月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１１年４月２６日 

    免許証交付日 平成２６年４月７日 

           （平成３１年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首船底外板に擦過傷、プロペラ翼等に曲損 
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Ｂ 船体中央部の両舷外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１８℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人３人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、約１６ノットの対地速力で手動操舵により航行中、田

倉埼西方沖で和歌山市双子島に向けて舵を切り、針路を南東に定め

た。 

 Ａ船は、船長Ａが、変針して針路を定める際、船首方に他船を見掛

けなかったので、前路に他船はいないものと思い、船首目標の双子島

を見て操船していたところ、平成２６年１１月１６日１４時３６分ご

ろＡ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ａ船に向かって泳いできた船長Ｂほか１人（以下「同乗

者Ｂ」という。）を引き上げ、けがの有無を確認し、海上保安庁に本

事故の通報を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、和歌山市土入

川小型船舶等係留施設から出航し、０９時４０分ごろ田倉埼南南東方

沖で機関を止め、船首を北北東方に向けて錨泊を始めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが左舷船尾部で、同乗者Ｂが左舷中央部で釣りをし

ていたところ、田倉埼付近から視認していたＡ船が、１４時３３分ご

ろＢ船に真っ直ぐ向かって来ていることに気付いたが、いつものよう

にもう少し接近すれば、沖合に向けて避けていくだろうと思って見て

いると、さらに接近するので、それぞれ釣りざおを振って存在を知ら

せた。 

 船長Ｂは、Ａ船が速力を落とさず約５０ｍまで接近したので、衝突

の危険を感じて船外機を始動したものの、同乗者ＢにＡ船がＢ船に気

付いていないおそれがあることを伝え、同乗者Ｂと共に海に飛び込ん

だ。 

 Ｂ船は、Ａ船と衝突し、後日、廃棄処分にされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の前方

見通し状況、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船には、レーダーがなかった。 

 Ｂ船は、水深約１８ｍの場所に、船首から重さ約４kgの錨を投入

し、錨索を約２５ｍ伸出して錨泊していたが、錨泊中であることを示

す黒色の球形形象物を表示していなかった。 

 Ｂ船は、音響による信号を行うことができる手段として、救命胴衣

の笛を備えていたが、本事故当時、船長Ｂは使用しなかった。 

 Ｂ船は、ロープを切るナイフを備えていた。 

 Ｂ船は、約１秒で船外機がかかったが、２０㎝ばかり後進したとこ

ろで衝突した。 

 船長Ａ及び同乗者は、救命胴衣を着用していたが、船長Ｂ及び同乗
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者Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、田倉埼西方沖において、変針して針路を南東に定める際、

船長Ａが、船首方に他船を見掛けなかったので、前路に他船はいない

ものと思い、船首目標の双子島を見て操船に当たり、見張りを適切に

行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、田倉埼南南東

方沖でＢ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、双子島の東側に帰港する和歌山市雑賀崎漁港があったこ

とから、双子島を見て操船に当たったものと考えられる。 

 Ｂ船は、田倉埼南南東方沖において、釣りを行いながら錨泊中、Ａ

船がＢ船に真っ直ぐ向かって来るので、船長Ｂ及び同乗者Ｂが釣りざ

おを振って存在を知らせたが、Ａ船がいずれ錨泊中のＢ船を避けてく

れるものと思い、音響による信号を行っていなかったことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、田倉埼南南東方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が錨

泊中、船長Ａが、前路に他船はいないものと思い、見張りを適切に行

っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船がいずれ錨泊中のＢ船を避けてく

れるものと思い、音響による信号を行っていなかったため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・前路に他船がいないと確認した場合でも、時間の経過とともに周

囲の状況が変化していることから、常時適切な見張りを行うこ

と。 

 ・長さ７ｍ未満の船舶であっても、他の船舶が通常航行する水域で

錨泊する場合は、錨泊中を示す法定の形象物を表示すること。 

 ・救命胴衣の笛などを常時使用できるようにし、注意を喚起するた

めに必要な場合は、信号を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の前方見通し状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


